
令和３年美濃加茂市教育委員会 ７月定例会 会議録 

１ 開会日時及び場所 

  令和３年７月２８日（水）午後３時００分から午後４時００分まで 

  美濃加茂市役所分庁舎４階 第１会議室 

２ 出席者 

  （教育委員） 

   教育長 日比野 安平 

   委 員 鹿野 久美子 

   委 員 矢島 良子 

   委 員 髙野 光泰 

   委 員 渡邉 博栄 

   委 員 武田 由美 

（事務局） 

  事務局長 渡邊 克義 

  学校教育課長 渡辺 出 

  教育センター次長 古川 一男 

  教育総務課課長補佐 鷲見 省吾 

３ 欠席者 

   なし 

４ 開会 午後３時００分 

５ 議事日程等 

 （１）教育長あいさつ 

 （２）会議録署名委員の指名 

 （３）会議録の承認について 

   ① ６月定例会会議録 

 （４）議事 

議第１号 美濃加茂市学校運営協議会の設置に関する規則について 

議第２号 美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例に関する教育委員会の意見について 

議第３号 美濃加茂市附属機関の設置に関する規則の一部を改正する規則について 

（５）協議・報告事項 

    ① 美濃加茂市教育委員会の委員の任命について 

② 教育委員会行事予定等 

③ 教育センター事業報告 

 （６）その他 



会 議 録 
（１）教育長あいさつ 

日比野教育長 ※教育長から開会のあいさつ 

・コロナ禍でのオリンピックが始まった。 

・本日（7/28）、女子軟式野球の全国大会に向け、岐阜県代表の選抜チ

ームに所属する小学生と中学生に激励を行った。 

（２）会議録署名委員の指名 

日比野教育長 会議録署名委員の指名についてです。今日の定例会は、武田委員

にお願いします。

武田委員 はい。 

（３）会議録の承認について 

① ６月定例会会議録 

日比野教育長 次に、会議録の承認についてです。６月定例会会議録を事前にお送り

しておりますが、訂正等はよろしいでしょうか。特にないようですの

でご承認いただいたという事でお願いします。 

（４）議事

議第１号 美濃加茂市学校運営協議会の設置に関する規則について 

議第２号 美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例に関する教育委員会の意見について 

日比野教育長 それでは、議事へ入ります。関連がありますので「議第１号 美濃加

茂市学校運営協議会の設置に関する規則について」と「議第２号 美

濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例に関する教育委員会の意見について」、事務局から併せ

て説明をお願いします。 

渡辺学校教育課長 ※資料を基に、「美濃加茂市学校運営協議会の設置に関する規則」と「美

濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例」について説明。 

（美濃加茂市学校運営協議会の設置に関する規則について） 



・法改正により、これまで学校評議員が担ってきた役割を学校運営協

議会という合議制の機関で行っていく旨の努力義務規定が追加された

ため、本市においても順次設置していくもの。 

・学校運営協議会を持つ学校はコミュニティスクールと呼ばれ、地域

とともにある学校を目指すために、学校の運営方針を地域の皆さんと

共有することや、地域の皆さんからのご意見を学校に生かしていくこ

とにより地域総がかりで子供の成長を支えていくことを目指す。 

・２０２２年の末までにすべての公立小中学校がコミュニティスクー

ルに移行するよう国は目標を設定している。 

・まず山之上小学校と加茂野小学校を先行として今年度後半から行っ

ていく。 

・学校評議員は６～７名で行っていたが、協議会の委員は１５名以内

とした。多方面の方々からご意見をいただきたいと考えている。 

・任期は任命を受けた日から年度末までとし、再任を妨げないものと

した。身分は非常勤の特別職職員となり、公務員の身分を有するため

守秘義務等が課される。 

（美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例について） 

・また、非常勤の特別職職員には報酬と費用弁償が発生する。金額は市

長部局の附属機関の委員と同額とした。 

（今後のスケジュールについて） 

・令和４年度当初から残りの小学校に、令和４年度後半から全中学校

に設置する予定。 

日比野教育長 国がコミュニティスクール化を進め出して何年経ちましたか。 

渡辺学校教育課長 平成１６年に制度化されています。平成１７年４月から全国では１

７校でスタートして１５年経っています。 

日比野教育長 国は５年から１０年ぐらいで８０％のコミュニティスクール化を見

込んでいたが、１５年経っても２５～２６％しか進んでいない状況に

ある。 

 学校運営協議会と学校評議員は併設する形となるのか。 

渡辺学校教育課長 学校運営協議会を設置した学校については、学校評議員はなくなり

ます。 

日比野教育長 地域の意見を沢山取り入れようとする主旨はとても良いこと。学校

教育は教員だけで出来るのではなく家庭や地域の協力を受け、三者で

進めようとするもの。本市では学校祭や学校の行事も地域と一緒にや

っているが、全国的には学校と地域の関係性には地域差がある。 

進捗率は伸びていないが、法律で努力義務となり目標年度が示され

たのである程度進むのではないかと思う。 



当市では形だけ苦労して作って終わりではなく、地域の人達にご足

労いただく分有効に機能させ、本当に効果のある教育とする為に設置

していきたいと思います。 

他にご意見等ありませんか。質問等ありましたら言っていただけれ

ばと思います。 

特にご意見が無ければお認め頂いたという事で次へいきます。 

議第３号 美濃加茂市附属機関の設置に関する規則の一部を改正する規則について 

日比野教育長 それでは、「議第３号美濃加茂市附属機関の設置に関する規則の一部

を改正する規則について」、事務局から説明をお願いします。 

渡辺学校教育課長 ※資料を基に、美濃加茂市附属機関の設置に関する規則の一部を改正

する規則について説明。 

・美濃加茂市教育振興基本計画策定委員会の位置づけを明確にするた

め規則に追加するもの。 

日比野教育長 ありがとうございました。それではご異議はありませんか。 

では特に意見も無いようですのでご承認いただいたという事でよろ

しくお願いいたします。 

予定議案は全て終了しました。 

（５）協議・報告事項

① 美濃加茂市教育委員会の委員の任命について 

日比野教育長 協議・報告事項となります。「美濃加茂市教育委員会の委員の任命に

ついて」をお願いします。 

渡邊事務局長 ※美濃加茂市教育委員会の委員の任命について説明。 

・教育委員会の委員は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第２項の規定により、市長が、議会の同意を得て、任命することと

なっている。 

・武田委員の任期が令和３年１１月２５日までとなっている事から、

９月議会に人事案件として上程予定。 

日比野教育長 武田委員の任期については、前任の委員の残任期間（１年）となって

います。 

② 教育委員会行事予定等について 



日比野教育長 次に「教育委員会行事予定等」をお願いします。 

渡辺学校教育課長 ※資料を基に、教育委員会行事予定等について説明。 

・８月１０日から１３日まで学校閉庁日。８月３０日が２学期の始業

式。 

・８月１７・１８・１９日が教員採用試験の二次試験。渡辺委員と武田

委員が見学予定。 

・９月の予定はあるが、コロナの状況次第。修学旅行についてもキャン

セル料の問題が出てきている。修学旅行先を県内に設定すると県から

支援がある。 

日比野教育長 ・県外に修学旅行に行った場合、行った先でコロナの陽性が判明する

と保護者の迎えや先生の付き添いが必要となり負担が大きい。 

・本日（7/28）報道されたが、当市では受験を控えた中学３年生と高校

３年生に優先的にワクチン接種ができるよう準備ができた。 

・お盆期間の学校閉庁日については、今年度で４回目の実施となる。そ

の間の緊急連絡については、教育委員会と学校の緊急用携帯で対応す

る。 

・今年度の教員採用試験の倍率は２倍。２０年ほど前は２３倍程度あ

ったこともある。 

ここで８月の教育委員会の開催日を決めたいと思います。 

※委員日程確認。 

渡邊事務局長  それでは８月２６日（木）午後３時から分庁舎４階第１会議室でお

願いします。 

③ 教育センター事業報告について 

日比野教育長 では次「教育センター事業報告」の説明をお願いします。 

古川センター次長 ※資料を基に、教育センター事業報告について説明。 

・発達相談特別支援関連事業：子育て相談会を月曜日から水曜日まで

の３日間開催した。対象者は来年度小学校に進学する児童と保護者で、

就学に関して不安感を抱えている方。今年度は５５名を受け付けた。 

・研修・研究事業：今年度３回実施予定。３回目に予定していた救命救

急の研修だが、可茂消防事務組合からコロナ禍のため講師派遣ができ

ないと連絡があり、内容の変更を検討している。市郡合同の夏季研修

講座についても中止となったため、市単独のタブレット研修に振り替

えた。 



・不登校対策関連事業：６月の長期欠席児童生徒の状況については、小

中学校ともに前年比或いは前月比で増加傾向にある。新規不登校の児

童生徒数が随分増えてきているのが６月の大きな特徴。９月２日(木)

にあじさい教室にて、はじめの会を開催予定。６月の電話相談は５件

で、子供たちの不安定な状況について保護者或いは学校関係者から

色々相談が出ている。 

日比野教育長 ・不登校が増加していることが心配。ただし、単純に数字が増えるこ

とが悪いことではなく、現場とのやり取りをしっかりやっているとい

うこと。 

・９月１日が２学期の始まりのため、９月１日に非常に自殺者が多く

全国的にも特異日と言われている。当市では２日早く始まるが避けな

ければいけない。夏休み明けに学校に行くことが嫌だと思っている子

もいるので、学校に来やすいよう、相談がしやすいよう電話や葉書き

等で励ましてあげてほしいと学校には伝えている。 

④ その他 

日比野教育長 その他に入ります。 

渡邊事務局長 例年計画されている教育委員の視察研修について、先の読めない状

況であり、半年後のことであるが、中止したいと考えている。意見を伺

いたい。 

日比野教育長 去年中止となったため今年は実施したいと考えていたが、デルタ株

の感染力が強く、先の見通しができない。何か良い方法があればお聞

きしたいです。 

第５波の見極めが出来れば実施を考える事も出来ると思いますが、

この時点では見合わせという事でお願いします。 

あとはいいですか。 

予定の議題を終わります。皆さんありがとうございました。 

 閉会 午後４時００分 


